
入 札 説 明 書 

 

１ 入札物件及び予定価格 

物件番号 物件名 最低売却価格 取得年月 製造番号等 

① 上部消化管用ビデオスコープ 500,000 円 2015 年 12 月 

物件調書参照 

② 上部消化管用ビデオスコープ 700,000 円 2019 年 11 月 

③ 上部消化管用ビデオスコープ 50,000 円 2004 年 4 月 

④ 上部消化管用ビデオスコープ 50,000 円 2004 年 4 月 

⑤ 上部消化管用ビデオスコープ 50,000 円 2006 年 5 月 

⑥ 下部消化管用ビデオスコープ 50,000 円 2006 年 5 月 

⑦ 下部消化管用ビデオスコープ 200,000 円 2012 年 3 月 

⑧ 下部消化管用ビデオスコープ 500,000 円 2015 年 12 月 

⑨ 
プロセッサ、光電装置、 

モニター等一式 
1,050,000 円 2015 年 12 月 

⑩ 
プロセッサ、光電装置、 

モニター等一式 
1,050,000 円 2015 年 12 月 

  ※最低売却価格は「税込み」の価格です。 

 

２ 入札の方法 

一般競争入札（以下「入札」という。）とします。 

 

３ 入札参加資格 

次に掲げる要件をすべて満たしていなければ、この入札に参加することができません。 

⑴ 
地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない 

こと。 

⑵ 本組合職員でないこと。 

⑶ その他組合長が必要と認める事項を満たしていること。 

 

４ 入札参加の申込み 

この入札に参加を希望される方は、事前に入札参加申込書（様式１）を次のとおり総務課に 

 提出してください。 

受 付 期 間 令和６年４月１日（月）から令和６年４月１０日（水）まで 

ただし土曜日、日曜日を除きます。 



受 付 時 間 午前８時３０分から午後５時まで 

受 付 場 所 菊池養生園保健組合総務課 

提 出 方 法 提出は、持参又は郵送のみとします。 

※ 注  意 入札参加申込書に押印する印鑑は、入札書及び契約書に押印するものと統 

一していただく必要があります。 

 

５ 入札物件の公開 

入札物件を次のとおり公開します。ただし、動作確認等は行いません。 

なお、入札物件を見学する場合は、あらかじめ総務課までご連絡ください。 

公 開 日 
令和６年３月２６日（火） 

令和６年４月３日（水） 

公開の時間 午後１時から午後４時まで 

公 開 場 所 菊池養生園保健組合（菊池広域保健センター） 

 

６ 入札の日時及び場所 

入 札 日 時 令和６年４月１２日（金）午後１時３０分から 

入 札 場 所 菊池養生園保健組合大会議室 

 

７ 入札に必要な書類等 

入 札 書 様式２をご使用ください。 

委 任 状 入札参加申請者以外が入札に参加する場合は、様式３をご使用ください。 

印 鑑 申請者本人の場合は、入札参加申込書に使用しているもの。代理人の場合 

は、委任状に使用している代理人のもの。 

 

８ 入札に関する無効事項 

  次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とします。 

⑴ 競争入札に参加する資格を有しない者のした入札 

⑵ 委任状を提出しない代理人のした入札 

⑶ 記名押印を欠く入札 

⑷ 金額を訂正した入札 

⑸ 誤字脱字等により意思表示が不明瞭である入札 

⑹ 明らかに談合によると認められる入札 

⑺ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は２人以上の代理をした者の入札 

⑻ ２以上の意思表示をした入札 

⑼ 前各号に掲げるもののほか、入札に関する条件に違反した入札 



９ 落札者の決定 

  菊池養生園保健組合が定める最低売却価格以上の金額で、かつ、最高の価格をもって入札された方 

を落札者として決定します。 

なお、落札者となるべき入札者が２者以上ある場合は、くじにより落札者を決定します。 

 

10 契約保証金 

  免除します。 

 

11 売買契約の締結および売買代金の納入等 

売 買 契 約 原則、落札決定の日の翌日に締結します。 

売 買 代 金 
入札書に記載された金額に消費税及び地方消費税額を加算した金額となりま

す。 

売 買 代 金 

の 納 入 

売買契約を締結した日から令和６年４月２５日までに売買代金の総額を組合

が指定する口座に納付していただきます。 

 

12 物件の引渡し 

所有件の移転 売買代金の納入を確認したときをもって所有権を移転します。 

引渡し時期 所有権の移転と同時に引渡されたものとします。 

物件の瑕疵 
物件は、現状のまま引渡しとなりますので、引渡し後の不調や不具合につい

ての補償は一切行いません。 

物件の運搬 

物件の運搬については、落札者の責任のもとで行っていただきます。また、

運搬にかかる費用は、落札者が負担してください。なお、運搬中に事故等が

発生した場合においても、本組合は一切の責任を負いません。 

 

 


